
令和８年１月１６日  

都 市 計 画 課  

 

都市計画の案の作成に係る公聴会の開催について 

 

土浦・阿見都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更案の作成について、下記のとおり

公聴会を開催するのでお知らせします。 

 

１．開催日時・場所 

（１）日 時 令和８年１月２１日（水）午前１０時００分から 

（２）場 所 土浦市真鍋５－１７－２６ 

土浦合同庁舎 本庁舎３階 第１会議室 

 

２．公聴会の目的 

  都市計画法第 16 条第１項に基づき、県が都市計画の案を作成しようとする場合におい

て、住民の意見を反映させるために開催するものです。 

 

３．都市計画の構想の概要 

（１）都市計画の種類 

（２）都市計画の内容 

 ア 茨城県都市計画基本方針 

 イ 圏域都市計画区域マスタープラン 

（３）都市計画を変更する土地の区域 

 

４．公述人 ２名（個人１名、法人１名） 

     公述申出期間（令和８年１月５日から同年１月１４日まで）中に公述申出書を 

提出した２名を公述人に選定しました。 

 

５．公聴会を傍聴する際の注意事項 

（１）当日は、午前９時４０分より受付けを開始いたします。午前９時５０分までに 

お越し下さい。 

（２）傍聴人は、意見を述べたり、質問をしたりすることは出来ません。 

（３）公述人は当日欠席する場合があります。 

（４）公述人の希望によっては、写真やビデオ撮影等ができない場合があります。 

 

 
担 当 課 ： 土木部都市局都市計画課 

担 当 者 ： 技佐 巣
す

籠
ごもり

 健太郎 

       課長補佐 岡村 正巳 
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